
地域計画変更の流れ

　【農振除外（農業振興地域の農用地区域から除外）までの流れ】
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※　状況により、地域計画変更手続きと農振除外手続きを並行して行う場合もあります。

　【農地転用許可までの流れ】（農振・農用地外の場合）
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新たに追加となる手続き（２～３ヵ月程度）

新たに追加となる手続き（２～３ヵ月程度）
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